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安全憲章安全憲章 2-2 安全管理に関するPDCAの仕組み安全管理に関するPDCAの仕組み
　当社の最上位方針である｢企業理念｣の第一項に､｢私たちは、お客様のかけがえのない尊い命をお預かりしている責任を自覚し､
安全第一を積み重ね､お客様から安心､信頼していただける鉄道を築き上げます。｣と定めています。その最優先すべき価値観で
ある「安全」に関わる社員の具体的行動指針として「安全憲章」を定めています｡

　ＰＤＣＡサイクルとは、「計画を立て、これを実施し、そして自らの取り組みをチェックし、見直しを行う」という流れのことです。このように、
見直しを行いその結果を次の計画に生かしていくことによって、安全性の向上が進められることとなります。
　当社では、週に1回本社内役員が出席する「セーフティ・マネジメント会議」を開催し、事故などに関する最新情報の共有と対策の
方向性について議論などを行います。また、月に1回本社内役員、支社長などが出席する「安全推進会議」を開催し、運転事故および
労働災害の防止や安全監査などに関する事項の審議、効果的な対策の立案などを行います。さらに、半期に１回「安全マネジメント
レビュー会議」を開催し、社長が安全管理体制の構築・改善の状況を振り返り、総括し、安全管理体制が適切かつ有効に機能して
いるかを評価し、必要に応じて見直し・改善を行う仕組みとしています。
　「安全マネジメントレビュー会議」では、安全統括管理者、新幹線鉄道事業本部長、安全推進部長、監査部長から、安全計画の
実施状況や発生した重大事象、安全に関する監査の結果などについて、社長へ報告を行います。社長はその報告を受けてレビューし、
その内容を次の事業運営方針などに反映します。

安全管理体制安全管理体制
　鉄道安全管理規程に基づき安全に関わる体制を整備し､責任を明確にした上で各種施策を実行するとともに､その検証と必要な
改善を行うなど､安全性向上のためのＰＤＣＡサイクルを確実に実行し､確かな安全の構築に努めています。

　社長のリーダーシップのもと､輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する安全統括管理者をはじめ､各管理者の責任体制を明確に
した安全管理体制を構築しています｡なお、2018年6月に新幹線鉄道事業本部を新たに設置し、新幹線に関わる体制の見直しを行いました。

2-1 輸送の安全の確保に向けた体制輸送の安全の確保に向けた体制

安全統括管理者
※鉄道本部長またはこれに
　準ずる職にあたる者を選任

運転管理者
※運輸部長またはこれに
　準ずる職にあたる者および
　新幹線運輸部長または
　これに準ずる職にあたる者
　を選任

乗務員指導管理者
※乗務員の所属する箇所長を
　選任

※1新幹線に関わる
箇所を除く

※2新幹線に関わる
箇所に限る

社　長

　当社では、輸送の安全を確保するための取り組みが規程などに適合しているか、また安全管理体制が適切に運営され、有効に機能
しているかを確認し、必要により見直しを実施するため、毎年安全に関する監査を実施しています。
　安全に関する監査には「安全監査」と「安全マネジメント監査」の２種類があり、国土交通省が実施する「保安監査」および「運輸安全
マネジメント評価」とあわせて、安全管理体制の維持・向上を図っています。

2-3 安全に関する監査安全に関する監査

■ 安全に関する監査の種類

■ PDCAサイクル

■ 安全マネジメントレビューによる継続的改善

　輸送の安全を確保するための取り組みが、自社で定めた規程・手順に適合しているかを監査する

安全監査安全監査

　安全管理体制が適切に運営され、有効に機能しているかを監査する

安全マネジメント監査安全マネジメント監査

安全管理体制

・Ｐ（計画）
　　例：JR西日本グループ鉄道安全考動計画2022
        事業運営方針
・Ｄ（実行）
　　例：計画、方針の実行

・Ｃ（確認）
　　例：定期的な計画の振り返り
　　　　安全マネジメントレビュー、監査
・Ａ（改善）
　　例：計画の見直し、
　　　　次年度運営方針への反映

Act
（改善）

Plan
（計画）

Do
（実行）

Check
（確認）

安全マネジメントレビュー会議の開催 レビューコメント伝達

※総合安全推進会議にて伝達
　（本社内役員、各支社長、グループ会社社長など）

事業運営方針への反映

鉄道本部長
（安全統括管理者）
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安全憲章
　私たちは、２００５年４月２５日に発生させた列車事故を決して忘れず、お客様の
かけがえのない尊い命をお預かりしている責任を自覚し、安全の確保こそ最大の
使命であるとの決意のもと、安全憲章を定めます。
1. 安全の確保は、規程の理解と遵守、執務の厳正および技術・技能の向上にはじまり、
 　 不断の努力によって築きあげられる。

2. 安全の確保に最も大切な行動は、 基本動作の実行、確認の励行および連絡の徹底である。

3. 安全の確保のためには、 組織や職責をこえて一致協力しなければならない。

4. 判断に迷ったときは、最も安全と認められる行動をとらなければならない。

5. 事故が発生した場合には、併発事故の阻止とお客様の救護がすべてに優先する。
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安全重点施策安全重点施策
　当社は、福知山線列車事故後にそれまでの取り組みを振り返り、反省すべき点や課題を踏まえ、安全性向上に向けてさまざまな
取り組みを進めています。2-4 安全管理体制に対する第三者評価安全管理体制に対する第三者評価

2

3

6

5

4

1

※「安全性向上計画の取り組み」「2005年11月の「勧告」に対する取り組み」は、当社ホームページ（http://www.westjr.co.jp/）に掲載しています。※2015～2017年度　第三者評価報告書（サマリー版）は、当社ホームページ（http://www.westjr.co.jp/）に掲載しています。

■ 2005年11月の「勧告」に対する取り組み
　2005年11月15日、「安全性向上計画」の取り組み状況等の確認を中心とした国土交通省の保安監査の結果、「安全性向上計画」の実施
にあたって、一層の取り組みを進めるよう「勧告」を受けました。

◆勧告項目
安全性向上計画具体的実施計画の策定および着実な実施等
１． 風土･価値観の変革　 ２． 「事故の芽」等の報告に対する対応の推進　 ３． 教育・指導のあり方　 ４． 管理部門の業務の進め方　 ５． 情報伝達･共有のあり方　 ６． 事故再発防止に向けた取り組み
７． 運行面・設備面の対応

鉄道の安全を継続的に向上させるためには、安全管理体制が有効に機能しているかを定期的に確認し、必要により改善していくことが
大切です。その確認の機能として、「安全マネジメント監査（内部監査）」を実施していますが、一般的に内部であるがゆえの課題がありました。
その課題への対処として、社内の「安全マネジメント監査」に加え、社外の第三者機関である「DNVGLビジネス・アシュアランス・ジャパン」
による安全管理体制の評価を2015年度から導入しました。

■目的
　第三者の客観的で専門的な目線による評価、専門的な助言を継続的に受けることで、より有効な安全管理体制に向けた仕組みの
構築と運用について、さらなるレベルアップを図ることを目的としています。

■これまで（2015年度・2016年度）の助言および改善状況
　これまで主に４つの領域について助言を受け、「鉄道安全マネジメント推進規程」の制定など、基本的な基準の整備を行ったほか、
現実的なルールを策定、維持するための仕組みの構築に着手するなど、全社的なＰＤＣＡの仕組みの構築を進めてきました。
　その結果、これまでの助言の多くについて、改善が完了もしくは完了に向けて実行段階という評価を受けています。

■今回（2017年度）の助言
　2017年度は、「安全マネジメントの仕組みの基礎を完成させる道筋が見えてきた」という評価を受けるとともに、引き続き４つの領域に
ついて、「安全管理体制に関わる役職の力量および能力の明確化」など、さらに踏み込んだ助言を受けています。
　加えて、内部監査同行時に観察された状況をもとに、安全管理体制のレベルをより高めるために重要な「組織風土の改善」についても
５つめの領域として助言を受けています。

第三者評価報告書（サマリー版）

■今後の取り組み
　これまで構築してきたPDCAの仕組みや基準を実際に運用していくなかで有効性を検証し、必要に応じて修正していくことに重点的に
取り組んでいきます。
　「組織風土の改善」については、より高い水準に安全管理体制のレベルを引き上げるためにも重要なことから、改善の取り組みをさらに
進めていきます。

2005年
5月31日

▲

（2005年4月25日発生）

安全性向上計画
策定

福知山線
列車事故

1 2007年
6月28日

▲

航空・鉄道事故
調査委員会の
調査報告書

2 2007年
7月3日

▲

安全諮問
委員会の
最終報告

3 2008年
2月18日

▲

安全推進有識者
会議の提言

4 2008年
4月1日

▲

安全基本計画
策定

5
安全考動計画
2017
策定

2013年
4月1日

▲6
JR西日本グループ
鉄道安全考動計画2022
策定・推進中

2018年
4月1日7

安全管理体制の整備・有効性向上

リスクアセスメント等の改善向上

安全管理体制監査（内部監査）の
有効性向上

組織内外のコミュニケーション
プロセスの改善

その他

▶「鉄道安全マネジメント推進規程」の制定
▶「安全重点目標」の設定

▶「リスクアセスメント標準」の運用開始
▶「安全マネジメント統合システム」を開発・運用開始

▶監査員の知識・能力標準の整備

▶現実的なルールを策定、維持するための仕組みの
　構築に着手

▶経営層と現業機関の社員との双方向コミュニケーション
を目的とした「安全ミーティング」の開催

主な改善領域 主な改善の取り組み

①

②

③

④

安全管理体制の整備・有効性向上

リスクアセスメント等の改善向上

安全管理体制監査（内部監査）の
有効性向上

組織内外のコミュニケーション
プロセスの改善

組織風土の改善

▶安全管理体制に関わる役職の力量・能力の明確化
▶経営層の安全への姿勢の人事評価
▶主管部における安全マネジメントの役割・責任の明確化

▶現場からの気がかり報告に対する対処

▶監査員向け研修の有効性向上

▶グループ会社との信頼感あるコミュニケーションの実現

▶過度な組織防衛的・権威勾配的組織風土の改善
▶安全風土向上の取り組みのさらなる浸透

主な改善領域 主な助言の内容

①

②

③

④

⑤

新幹線脱線対策
（2004年の新潟県中越地震時に発生した
 上越新幹線の脱線を踏まえた対策）

No.37 ・柱の中間部付近が拘束されている高架橋柱の対策実施（2006年3月）
・脱線防止対策として、地震計の増設、警報発信時間の短縮（2006年3月）地震計の置換工事の実施（2006年6月）
・活断層と交差するトンネルの耐震補強工事施工完了（六甲、福岡トンネル））（2007年12月）
・新大阪～姫路駅間の約110kmで「逸脱防止ガード」の整備完了（2015年12月）
引き続き姫路～博多駅間の一部区間の約285kmに整備

安全性向上計画の取り組み
　福知山線列車事故後､直ちにそれまでの取り組みを振り返り､反省すべき点や課題を踏まえ､より安全性を向上させるための課題を
抽出し､できることから早急に実施するとの決意を具体化したものが｢安全性向上計画｣です｡
　全40項目で構成する安全性向上計画の進捗状況は以下のとおりです。　　

項　　　目 取り組み内容

3-1

◆これまでに制度や仕組みを確立して実施しており、その実施過程の中で必要な改善を行っていく項目
No.01　緊急安全ミーティングの実施による「安全最優先」の意識醸成/（2005年6月）「安全ミーティング」と改称、継続して役員らと現場社員との意見交換などを実施
No.02　わかりやすく使いやすいマニュアルへの改善/（2007年11月）必要により継続的なマニュアルの見直し
No.03　ヒューマンエラーのうち、事故に至らない軽微な事象（＝「事故の芽」）を自ら進んで報告できる環境作り/（2005年6～8月）「事故の芽」の報告内容をマイナス評価の対象から除外することについて周知、
      　（2005年9月）「事故区分の見直し」にあわせ、「事故の芽」の報告方法・様式を策定、（2006年5月）「事故の芽」報告フォーマットや報告基準などの見直しを実施、（2007年9月）「安全報告」への　　　
　　　　名称変更を実施
No.04　予兆管理活動の重要性について、全社員への意識付けによる定着と拡大/（2005年10月）支社担当者に対する分析手法などについての教育を実施、予兆管理の取り組みを継続して実施
No.05　管理者教育カリキュラムへのコーチングの導入/（2005年6月）係長以上の全管理職にコーチング研修の実施、新任者に対して継続実施
No.06　規程・マニュアルの解釈、根拠、作成時の背景に至る教育/（2005年8月）教材を整備し、毎年度、集合研修において教育実施
No.07　鉄道システムの全体像を理解させる仕組み作り/（2005年8月） 鉄道システム全体の基礎教材を作成し、新入社員研修などの集合研修で活用
No.08　乗務員に対する「職責の重要性」「基本動作・法令の遵守」の再徹底/（2005年10月）再徹底教育実施、指導要領を見直し、年間教育の中で継続実施
No.09　新任運転士に対する、新たな研修制度の設置（3ヶ月後～2年後研修など）/（2005年7月）研修制度確立（3、6ヶ月、1、2年後のフォロー研修）、継続実施
No.10　全乗務員に対する3～5年毎の研修センターでの指導監による教育/（2006年4月）研修制度確立（乗務員定期研修）、継続実施
No.11　指導体制の充実（本社・支社への指導監の配置、現場指導員の増強）/（2005年6月）指導監24名配置、（2005年6月）現場指導員50名配置
No.13　事故の種別や原因などに応じた教育内容・体制・期間などの設定/(2005年7月）事故再発防止教育要領策定、逐次教育実施
No.14　階層別・職能別研修に「安全」に関するカリキュラムを設定/（2005年6月）階層別・職能別研修の各研修において安全教育実施
No.15　職場内教育で、実践的な教育訓練を反復実施/（2006年4月）整備すべき教育体制の決定、教育継続実施
No.17,21　社長および社長特別補佐による、現場実態調査と、問題点の解決指示/（2005年6月）社長特別補佐（安全統括管理者補佐）着任、現場との意見交換実施
No.18　セーフティ・マネジメント会議の開催および安全推進会議での事故防止対策への反映/（2005年6月） セーフティ・マネジメント会議（週1回）、安全推進会議（月1回）継続実施
No.19　連絡・指示・復唱の確実な実行の徹底と、相互チェックリストの整備/（2006年4月）チェックリストを整備し実行中、（2007年5月）「確認会話事例集」を配付し各箇所で活用
No.20　現場からの申告が必ず支社長に伝わる仕組みのルール化/（2006年4月）制度確立、継続実施
No.22　鉄道本部内の各部をリード･統括する企画機能の充実、強化/（2005年9月）安全推進部課制導入、（2006年6月）安全関連投資の計画・実行機能を総合企画本部から鉄道本部に移管
No.23　事故原因の背後要因まで分析し再発防止策を策定する機能の強化/（2005年7月）「事故の芽」の原因などを分析する専任グループの新設、（2007年8月）多面的分析手法の導入
No.24　安全諮問委員会の開催/（2007年7月）最終報告書を取りまとめ、提言いただいた施策を実行
No.25　重大事故発生時のマニュアル整備（お客様対応を迅速にするため設備や携行品、マニュアルを整備、改正し訓練を実施）/（2005年8月）本社･支社の「鉄道事故及び災害応急処置要項」および
　　　　各職場のマニュアル改正、これに基づき訓練を実施済み、以降継続実施、（2006年12月）ＡＥＤ設置
No.27　一斉放送の見直しによる重大事故など発生時の速報体制の整備/（2005年5月）指令からの伝達内容見直し、（2005年10月）一斉放送設備整備
N0.30　実態にあわせた停車時分・余裕時分設定によるダイヤの見直し/（2005年10月）阪和、大和路、ＪＲ宝塚線などの一部列車の時分見直し、（2006年3月）ダイヤ改正実施
N0.34　電気・土木・保線などの諸設備および車両の老朽取替の実施前倒し/2005年度～計画に基づき実施
N0.40　社員アンケートの実施、職場ごとの討議、有識者のインタビュー、労使安全会議での意見交換などを実施/（2005年9～11月）社員アンケート、職場におけるグループディスカッション、安全諮問委員など社外
　　　　有識者へのインタビューを実施、（2006年3月）社員アンケートなどの集約結果を社員にフィードバックし、一人ひとりの考えをもとに社員間で再度議論を行い、新たな「企業理念」を制定

◆工事や設備など、当初計画に基づき整備した項目
No.12　支社に研修センター分室の設置/（2005年7月）分室設置、（2006年8月）シミュレータ等設置
No.16　実設訓練センターや各種シミュレータ、コンピュータ支援教育（CAI）などの改良および拡充/（2006年8月）新幹線運転士用、（2006年10月）在来線運転士用、（2007年1月）車掌用導入
No.26　指令情報の早期伝達をめざした現場長などへの携帯端末の配備/(2005年7月)携帯電話端末配備
No.28　ＡＴＳ―ＳＷ（曲線用）の整備/（2006年3月）整備（曲線用1,234箇所）
No.29　ＡＴＳ―ＳＷ（分岐器用、行き止まり線用）の整備/（2007年3月）整備（分岐器用1,018箇所、行き止まり線用57箇所）
No.31,32　ＡＴＳ―Ｐ型の整備/（2006年12月）大和路線［加茂～王寺］、（2007年3月）阪和線［日根野～和歌山］、（2008年4月）奈良線［京都～木津］、（2009年2月）宝塚線［新三田～篠山口］、　　　　　
　　　（2009年7月）山陽線［網干～上郡］、（2011年1月）嵯峨野線［京都～園部］、（2011年3月）湖西線［山科～近江塩津］、（2011年11月）学研都市線［木津～京田辺］、
　　　　（2012年9月）北陸線［米原～長浜］使用開始
No.33　運転状況記録装置の整備/（2013年12月）整備完了
No.35　京阪神地区に予備車を配置/（2007年3月）予備車増備　　　　
No.36　耐震補強工事/新幹線および湖西線などの高架橋に対する耐震補強工事を実施
No.38　防災対策/斜面カルテ調査などによる斜面対策を実施
No.39　踏切保安設備の保安度向上の実施前倒し/踏切保安設備の制御回路の機能向上などを実施 ※「No.」は安全性向上計画（全40項目）の項目番号です。
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